
 

 

那覇市地域支えあい訪問型サービス(団体型)補助金交付要綱 
（訪問型サービス・活動 B） 

 
（令和７年２月 21 日福祉部長決裁） 

 
（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、那覇市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」（平成 29 年４月

１日施行。以下「要綱」という。）第７条別表１に規定する訪問型サービス・活動 B（地

域支えあい訪問型サービス）（以下「サービス」という。）を実施するボランティア団体等

に対して、その活動を支援するために予算の範囲内において補助金を交付することにつ

いて、那覇市補助金等交付規則（昭和 52 年那覇市規則第 34 号。以下「交付規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、サービスを実施し、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１) サービスの対象者の居宅において、その者に係る介護予防ケアマネジメント等に 

位置づけられた、生活支援内容及び訪問回数の履行が可能であること。 

（２） 原則として、利用者１人につき週１回のサービスを、１回当たり 30 分程度提供す

るものであること。  

（３） サービスの提供に必要な設備・備品を有して行われるものであること。  

（４） 代表者を定めるほか、必要な数のサービスコーディネーター及び従事者を配置して

行われるものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動を含む事業は、補助対象

事業から除く。 

（１) 営利を目的とする活動 

（２) 政治又は宗教に関係する活動 

 

（補助対象団体） 

第３条 補助対象団体は、サービスを行う団体（以下「実施団体」という。）で、次の各号

いずれにも該当するものとする。 

（１) 団体の構成員が３名以上であること 

（２) サービスの従事者が、本市の実施する研修又はそれに準じた内容の研修を修了して

いること 

（３) 市税等を完納していること（法人の場合に限る） 

（４) 居宅要支援被保険者及び事業対象者（介護保険法施行規則第 140 条の 62 の４第２

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 197 



 

 

号）に定める基準（基本チェックリスト）に該当する第１号被保険者を３名以上受

入れ出来る体制が整っていること 

（５) その他市長が必要と認める条件を満たすこと 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、事業の運営に要する経費のうち別表１に掲げるものとする。ただ

し、第７条の審査において必要と認められた経費については、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助対象としない。 

（１) 飲食等にかかる食糧費 

（２) 大規模修繕にかかる工事費 

（３) 自動車や不動産等の取得 

（４) 他の補助制度により、すでに補助を受けている経費 

 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、１会計年度における上限額は、月額

41,000 円、年額 492,000 円とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限り

ではない。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長の定める日までに「那覇市地域支えあ

い訪問型サービス補助金交付申請書（様式１）」のほか、次の書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１) 那覇市地域支えあい訪問型サービス事業計画書（様式１―２） 

（２) 那覇市地域支えあい訪問型サービス事業収支予算書（様式１－３） 

（３) 実施団体の当該年度事業計画書 

（４) 実施団体の当該年度収支予算（見込）書 

（５) 実施団体の前年度収支予算決算書 

（６) 実施団体の定款又は会則 

 

（審査及び交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付

を決定したときは、速やかに、「那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金交付決定通知

書（様式２）」により、申請者に通知するものとする。 

  

（変更の承認申請） 

第８条 補助金の交付決定の通知を受けた実施団体は補助金の交付決定後生じた事情の変



 

 

更により申請内容を変更して補助事業を実施するときは、「那覇市地域支えあい訪問型サ

ービス補助事業変更承認申請書（様式３）」を市長に提出し、事前にその承認を受けなけ

ればならない。ただし、補助対象経費の合計の 100 分の 30 を超えない範囲の経費配分の

変更については、この限りではない。 

 

（中止または廃止の承認申請） 

第９条 実施団体は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、「那覇市地域支えあい訪問

型サービス補助事業中止（廃止）承認申請書（様式４）」を市長に提出し、事前にその承

認を受けなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第 10 条 市長は、補助金の交付を決定した実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認

められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１) 法令、この要綱、那覇市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱又はこれらに基

づく市長の処分若しくは指示に違反した場合 

（２) 補助金を交付の目的以外に使用したとき 

（３) 補助金に関する申請、報告又は事業の実施等について不正な行為があったとき 

（４) その他補助金の使用が不適当と認められるとき 

２ 市長は、前項の規定により、補助金等の交付の決定を取り消したときは、実施団体に対

し、その旨を通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第 11 条 実施団体は、補助事業を完了し、又は廃止したときは、その日から起算して 30 日

を経過する日又は補助金の交付決定のあった会計年度の３月 20日のいずれか早い期日ま

でに、「那覇市地域支えあい訪問型サービス補助事業実績報告書（様式５）」を市長に提出

しなければならない。 

 

（交付額の確定） 

第 12 条 市長は、前条の規定に提出された実績報告書を審査し、その報告に係る交付対象

事業の実施結果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付するべき補

助金の額を確定し、速やかに「那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金交付額確定通知

書（様式６）」を当該実施団体等へ通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 13 条 補助金交付額確定通知書を受けた実施団体等は、「那覇市地域支えあい訪問型サ

ービス補助金請求書（様式７）」を市長へ提出するものとする。 



 

 

 

（補助金の概算交付） 

第 14 条 実施団体は、補助金の概算交付を受けようとするときは、「那覇市地域支えあい

訪問型サービス補助金概算交付申請書兼請求書（様式８）」を市長に提出しなければなら

ない。その際、１回の交付限度額は交付決定額の５割までとして、２回に分けて交付決定

額の９割までを概算請求することができるものとする。 

 

（補助金の精算） 

第 15 条 市長は、第 14 条の規定により事前に概算交付した当該事業について、第 12 条の

規定による補助金等の額を確定したときは、速やかに精算を行い、不足額を交付し、又は

剰余金額の返納を期限を定めて命ずるものとする。 

 

（帳簿等の整理及び保存） 

第 16 条 実施団体は、補助事業の実施状況及び補助事業に係る経費の収支に係る状況を明

らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を補助事業が完了した

日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（使用する様式） 

第 17 条 使用する様式は次のとおりとする。 

（１) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金交付申請書（様式１） 

（２) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金交付決定通知書（様式２） 

（３) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助事業変更承認申請書（様式３） 

（４) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助事業中止（廃止）承認申請書（様式４） 

（５) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助事業実績報告書（様式５） 

（６) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金交付額確定通知書（様式６） 

（７) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金請求書（様式７） 

（８) 那覇市地域支えあい訪問型サービス補助金概算交付申請書兼請求書（様式８） 

 

（委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しその他必要な事項は、別に定

める。 

 

 

 

 

 



 

 

 付 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 30 年 11 月 27 日から施行する。 

２ この要綱の施行以前になされた第６条に基づく補助金の交付申請に係る第１号様式別

紙２については、改正後の様式によりなされたものとみなす。 

 付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１（第４条関係） 

交付の対象となる経費区分 

サービス利用の調整

に係る人件費 

事業対象者のサービス利用に係るケアプランナーとの調

整、利用者情報の管理等を行う人員に係る人件費。 

報償費（講師謝礼金） 介護予防に資する講座等を提供した外部講師に対する謝

礼金。ただし、団体構成員に対する講師謝礼金を除く。 

施設使用料及び賃借

料 

事業の運営に必要な施設使用料及び賃借料（水光熱費含

む）。ただし、自己の生計のための住居に係る賃借料を除

く。 

物品購入費 事業の運営に必要な物品購入費。 

通信運搬費 事業の運営に必要な通信費、運搬費。 

印刷製本費 事業の運営に必要な印刷製本費。 

保険料 事業の実施に係る保険料。 

車両燃料費 事業の実施に係る車両燃料費。 

交通費 事業の実施に係る交通費、駐車場代。 

サポーター活動費 活動を行ったサポーターに支払う活動費。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


